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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの周辺ユニットと装置との間の無線通信を可能にする方法において、前
記少なくとも１つの周辺ユニットが、第１の通信タイプによって無線ドッキングステーシ
ョンにおいて設けられるペアリングシステムと通信し、前記装置が、第２の通信タイプに
よって前記ペアリングシステムと通信し、前記方法は、
　前記ペアリングシステムが、前記第１の通信タイプによって通信するメイン通信ユニッ
トを構成するステップと、
　前記少なくとも１つの周辺ユニットを前記メイン通信ユニットとペアリングするステッ
プと、
　前記ペアリングシステムが、前記装置が前記無線ドッキングステーションの通信範囲内
にあるかどうかを検出するステップと、
　前記ペアリングシステムが、前記装置が前記無線ドッキングステーションの通信範囲内
にあることを検出した場合に、前記少なくとも１つの周辺ユニットと通信するのに適した
ペアリング情報を前記装置に送信するステップと、
　前記装置が、前記無線ドッキングステーションから受信された前記ペアリング情報を使
用して、前記第１の通信タイプによって前記少なくとも１つの周辺ユニットと通信する第
２の通信ユニットを構成し、前記第２の通信ユニットを前記メイン通信ユニットと同一と
なるように構成するステップと、
　前記無線ドッキングステーションが、前記少なくとも１つの周辺ユニットと同時に通信
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するユニットが１つだけとなるように、前記メイン通信ユニットと前記少なくとも１つの
周辺ユニットとの通信を停止させるステップと、
を有する方法。
【請求項２】
　前記無線ドッキングステーションが、第３の通信タイプによって前記装置に前記ペアリ
ング情報を通信する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記方法は、前記無線ドッキングステーションが、前記第２の通信タイプによって前記
無線ドッキングステーションに対して前記装置を接続すると前記第３の通信タイプによっ
て前記装置に前記ペアリング情報を通信するステップを有する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第３の通信タイプが、帯域外通信タイプを有する、請求項２又は３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第３の通信タイプが、前記無線ドッキングステーションと前記装置との間の近接場
通信を使用する、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記方法は、前記装置が、前記ペアリング情報を受信すると前記無線ドッキングステー
ションに対する承認メッセージを送信するステップを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記方法は、前記無線ドッキングステーションの前記メイン通信ユニットが、前記承認
メッセージを受信すると前記少なくとも１つの周辺ユニットとの通信を停止するステップ
を有する、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記方法は、前記メイン通信ユニットが、前記装置の前記第２の通信ユニットが前記少
なくとも１つの周辺ユニットとの通信を停止することを検出すると、前記少なくとも１つ
の周辺ユニットとの前記第１の通信タイプを引き継ぐステップを有する、請求項７に記載
の方法。
【請求項９】
　前記方法は、前記メイン通信ユニットが、前記装置と前記無線ドッキングステーション
との間の切断事象の後に前記少なくとも１つの周辺ユニットとの前記第１の通信タイプを
引き継ぐステップを有する、請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記方法は、前記無線ドッキングステーションが、前記メイン通信ユニットと前記少な
くとも１つの周辺ユニットとの間の暗号化鍵を新しくするステップを有する、請求項９に
記載の方法。
【請求項１１】
　前記暗号化鍵を新しくするステップが、前記メイン通信ユニットと各周辺ユニットとの
間の前記第１の通信タイプの最小通信信号強度値を決定するステップと、各周辺ユニット
に適した前記決定された信号強度値を使用することにより通信するステップとを含む、請
求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の通信タイプが、ブルートゥース規格を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第２の通信タイプが、Ｗｉ－Ｆｉ規格、又は、Ｗｉ－Ｆｉ ＤＩＲＥＣＴ規格を有
する、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　少なくとも１つの周辺ユニットと装置との間の無線通信を可能にする、無線ドッキング
ステーションにおいて設けられるペアリングシステムにおいて、
　第１の通信タイプによって少なくとも１つの周辺ユニットとペアリングするメイン通信
ユニットと通信する手段と、
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　第２の通信タイプによって前記装置と通信する通信モジュールと、
　前記ペアリングシステムによって前記装置が前記無線ドッキングステーションの通信範
囲内にあることが検出された場合に、前記少なくとも１つの周辺ユニットと通信するのに
適したペアリング情報を前記装置に送信する手段と、
を有し、
　前記装置が、前記ペアリングシステムから受信された前記ペアリング情報を使用して、
前記第１の通信タイプによって前記少なくとも１つの周辺ユニットと通信する第２の通信
ユニットを構成し、前記第２の通信ユニットを前記メイン通信ユニットと同一となるよう
に構成し、
　前記無線ドッキングステーションが、前記少なくとも１つの周辺ユニットと同時に通信
するユニットが１つだけとなるように、前記メイン通信ユニットと前記少なくとも１つの
周辺ユニットとの通信を停止させる、無線ドッキングステーション。
【請求項１５】
　少なくとも１つの周辺ユニットと装置との間の無線通信を可能にするための前記装置に
おいて、前記少なくとも１つの周辺ユニットが、第１の通信タイプによって無線ドッキン
グステーションにおいて設けられるペアリングシステムと通信し、前記装置が、第２の通
信タイプによって前記ペアリングシステムと通信し、前記装置は、
　前記ペアリングシステムが、前記第１の通信タイプによって通信するメイン通信ユニッ
トを構成し、
　前記少なくとも１つの周辺ユニットを前記メイン通信ユニットとペアリングし、
　前記ペアリングシステムが、前記装置が前記無線ドッキングステーションの通信範囲内
にあるかどうかを検出し、
　前記ペアリングシステムが、前記装置が前記無線ドッキングステーションの通信範囲内
にあることを検出した場合に、前記少なくとも１つの周辺ユニットと通信するのに適した
ペアリング情報を前記装置に送信し、
　前記装置が、前記ペアリングシステムから受信された前記ペアリング情報を使用して、
前記第１の通信タイプによって前記少なくとも１つの周辺ユニットと通信する第２の通信
ユニットを構成し、前記第２の通信ユニットを前記メイン通信ユニットと同一となるよう
に構成し、
　前記無線ドッキングステーションが、前記少なくとも１つの周辺ユニットと同時に通信
するユニットが１つだけとなるように、前記メイン通信ユニットと前記少なくとも１つの
周辺ユニットとの通信を停止させる、装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線家庭ネットワークに関し、より具体的には、少なくとも１つの周辺ユニ
ットと装置との間の無線通信を可能にする方法に関する。
【０００２】
　本発明は、例えば、ブルートゥース無線ネットワークに関する。
【背景技術】
【０００３】
　文献ＷＯ０３／０５３０４８Ａ１は、無線で相互接続される装置を有するシステムを開
示している。このシステムは、パーソナルデジタルアシスタントＰＤＡ、スマートホン、
ラップトップ等のような携帯装置と通信するドッキング環境を形成することができる。こ
の種の全ての装置の間の無線通信に対する適切な技術は、例えばＷｉ－Ｆｉ又はブルート
ゥース等である。通信は無線であるが、前記装置は、ペアリングされるまで通信すること
ができない。ペアリングステップは、安全な接続をセットアップすることを必要とされる
。一度２つの装置の間の最初のペアリングが実行されると、これら２つの装置の間の他の
ペアリングは、自動的に生じることができる。
【０００４】
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　装置をペアリングする様々な可能性が存在する。例えば、Ｖ２．１より前のブルートゥ
ースバージョンに対する従来のブルートゥースコア仕様において、ブルートゥース装置の
ペアリングは、ユーザが、前記装置の間の安全なペアリングを望む場合に個人識別番号Ｐ
ＩＮコードを入力することを必要としうる。前記装置の一方が、マスタユニットの役割を
担い、他方の装置は、スレーブ装置の役割を担い、全体として前記装置はピコネットを形
成する。
【０００５】
　ブルートゥースＶ２．１において、セキュアシンプルペアリングと称される他のペアリ
ングスキームが追加されている。セキュアシンプルペアリングの４つの基本的な変形が存
在する。最初の２つは、ユーザ動作を要求する（'パスキー比較'及び'パスキー入力'）。
次のもの、'シンプリー・ワークス'は、ユーザインタラクションを要求しないが、いわゆ
る中間者攻撃に対する保護を提供しない。残りのもの'アウト・オブ・バンド'は、近接場
通信（ＮＦＣ）が使用される場合に１つの装置を他の装置の近くに移動するような、何ら
かのユーザインタラクションを伴いうる。
【０００６】
　欠点は、携帯装置が、一度に１つの単一の周辺ユニットにペアリングしなくてはならな
いことである。更に、前記携帯装置は、各単一の周辺ユニットに対して利用可能なペアリ
ングプロトコルを実行しなくてはならず、一部の周辺ユニットは、異なるユーザインタラ
クションを要求する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、上述の欠点の少なくとも１つを解決することである。
【０００８】
　本発明の目的は、少なくとも１つの周辺ユニットと装置との間の無線通信を可能にする
方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この目的は、前記少なくとも１つの周辺ユニットが、第１の無線通信タイプによってペ
アリングシステムと通信し、前記装置が、第２の通信タイプによって前記ペアリングシス
テムと通信する方法において達成される。本発明による方法は、以下のステップ、
‐前記ペアリングシステムが、前記第１の無線通信タイプによって通信するメイン通信ユ
ニットを構成するステップと、
‐前記少なくとも１つの周辺ユニットを前記メイン通信ユニットとペアリングするステッ
プと、
‐前記ペアリングシステムが、前記少なくとも１つの周辺ユニットと通信するのに適した
ペアリング情報を前記装置に送信するステップと、
‐前記装置が、前記ペアリングシステムから受信された前記ペアリング情報を使用して、
前記第１の無線通信タイプによって前記少なくとも１つの周辺ユニットと通信する第２の
通信ユニットを構成するステップと、
を有する。
【００１０】
　前記方法は、前記周辺ユニットを、ユーザにとって便利な形で前記装置の前記第２の通
信ユニットと通信することができるようにする利点を持つ。前記周辺ユニットは、一度だ
け前記ペアリングシステムとペアリングされる必要がある。前記ペアリングシステムが、
ドッキングステーションの一部である場合、前記装置（例えば携帯装置）を前記ドッキン
グステーションにドッキングする動作は、前記装置を、ドッキングされる装置と称される
ものにする。第２の通信タイプを使用する、このドッキングする動作は、前記ドッキング
ステーションからドッキングされる装置又は前記ドッキングされた装置へのペアリング情
報の伝達を有し、又はトリガし、前記ドッキングされた装置は、前記第１の通信タイプを
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使用して、前記ドッキングされた装置を前記周辺ユニットの各々とペアリングする必要な
しに、前記周辺ユニットと通信することができるようになる。他の利点は、前記ドッキン
グされた装置の前記第２の通信ユニットと前記周辺ユニットとの間の前記第１の通信タイ
プが、前記ドッキングされた装置と前記ドッキングステーションとの間の前記第２の通信
タイプと独立であることができ、前記第２の通信タイプの帯域幅を他の応用に対して利用
可能にしておくことができることである。
【００１１】
　本発明の一実施例によると、前記ペアリング情報は、第３の通信タイプによって送信さ
れてもよい。前記第３の通信タイプは、アウト・オブ・バンド通信タイプ、例えば前記ド
ッキングステーションと前記ドッキングされる装置又は前記ドッキングされた装置との間
の近接場通信タイプを有することができる。前記第３の通信タイプは、前記ペアリング情
報が前記ドッキングステーションから前記装置に送信される場合の安全レベルを改善する
利点を持つ。
【００１２】
　本発明の一実施例によると、前記ドッキングステーションの前記メイン通信ユニットは
、前記ドッキングされた装置の前記第２の通信ユニットが前記第１の無線通信タイプの唯
一の通信ユニットになるように、前記周辺ユニットとの通信を停止する。
【００１３】
　本発明の一実施例によると、前記ドッキングされた装置は、前記ペアリング情報を受信
すると承認メッセージを前記ドッキングステーションに送信する。一度前記ドッキングさ
れた装置の前記第２の通信ユニットが、前記周辺ユニットと通信することができると、前
記ドッキングされた装置は、前記ドッキングステーションが前記周辺ユニットとの通信を
停止するように前記メイン通信ユニットを制御するように、このメッセージを前記ドッキ
ングステーションに送信する。
【００１４】
　本発明の一実施例によると、前記ドッキングステーションの前記メイン通信ユニットは
、前記ドッキングされた装置の前記第２の通信ユニットが前記周辺ユニットとの通信を停
止することを前記ドッキングステーションが検出すると、前記周辺ユニットとの前記第１
の無線通信タイプを引き継ぐ。また、前記ドッキングステーションの前記メイン通信ユニ
ットは、前記ドッキングステーションと前記ドッキングされた装置との間の切断事象の後
に前記周辺ユニットとの前記第１の無線通信タイプを引き継ぐ。
【００１５】
　本発明の一実施例によると、前記方法は、前記ドッキングステーションが、リストに登
録されたドッキングされた装置に前記ペアリング情報を送信することを有する。前記ドッ
キングステーションは、装置の識別データをメモリモジュールに登録する。前記登録は、
自動的に生じてもよく、又はユーザインタラクションを必要としうる。
【００１６】
　本発明の一実施例によると、前記方法は、前記ドッキングステーションが、前記メイン
通信ユニットと前記周辺ユニットとの間の暗号化鍵を新しくすることを有する。この新し
くするステップは、１つのドッキングされた装置の切断（"切り離し事象"）と、他のドッ
キングされた装置の接続（"ドッキング事象"）との間のいつでも実行されることができる
。この実施例は、前記周辺ユニットと通信することができうる第２の通信ユニットを有す
るドッキングされた装置の数にかかわらず前記第１の通信タイプの安全性を改善する利点
を持つ。
【００１７】
　前記暗号化鍵を新しくするステップは、前記ドッキングステーションの前記メイン通信
ユニットと各周辺ユニットとの間の前記第１の無線通信タイプの最小通信信号強度値を決
定することをも含むことができる。この場合、前記メイン通信ユニット及び／又は各周辺
ユニットは、各周辺ユニットに適した前記決定された信号強度値を使用して通信すること
ができる。これは、以前のドッキングされた装置が前記第１の通信タイプをオーバヒア（
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overhear）することができる範囲を減少させるので、前記暗号化鍵を新しくする場合の安
全レベルを更に増大させる。もはやドッキング環境ではない以前のドッキングされた装置
は、前記周辺ユニットと他のドッキングされた装置との間の通信をリッスンすることがで
きず、これ自体の第２の通信ユニットの前記暗号化鍵を更新することができない。
【００１８】
　本発明の一実施例によると、前記第１の無線通信タイプは、ブルートゥース通信規格を
有する。
【００１９】
　本発明の一実施例によると、前記第２の通信タイプは、Ｗｉ－Ｆｉ通信規格、より具体
的にはＷｉ－Ｆｉ　ＤＩＲＥＣＴとしても知られるＷｉ－Ｆｉピア・ツー・ピア（Ｐ２Ｐ
）通信タイプ規格を有する。
【００２０】
　本発明のこれら及び他の態様は、以下に記載される実施例を参照して説明され、明らか
になる。
【００２１】
　本発明は、添付の図面を参照して、例として、より詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】周辺ユニット、ドッキングステーション及びドッキングされた装置を持つネット
ワークの概略図である。
【図２】ドッキングステーションとドッキングされた装置との間の第３の通信タイプを有
する、図１のネットワークの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１及び２において、前記周辺ユニットは、参照符号ａ１、ａ２ないしａＮの下で描か
れている。前記周辺ユニットは、マウス、キーボード、テレビセット、ＤＶＤプレイヤ、
ラウドスピーカ等のような装置を有することができる。本発明の一実施例によると、前記
第１の通信タイプは、ブルートゥース技術を有し、これらすべての周辺ユニットは、既存
のバージョンのブルートゥースプロトコルを使用することができ、この場合、前記周辺ユ
ニットは、ブルートゥースピコネットのブルートゥーススレーブになる。
【００２４】
　無線ドッキングステーション１０は、特定の専用ステーションであることができるか、
又は他の装置、例えばＰＣ、アクセスポイント、メディアプレイヤ、ＴＶ、ＰＣモニタ、
車内エンタテインメントシステム、患者健康監視システム、ボディエリアセンサネットワ
ーク等におけるアプリケーション又はソフトウェアとして実装されることができる。
【００２５】
　ドッキングステーション１０は、無線モジュール（図示されない）、例えば単一の送信
器／受信器セクションを持つソフトウェア無線ベースシステムを有する。本発明の一実施
例によると、ドッキングステーション１０は、ペアリングシステムを有し、この場合、前
記無線モジュールは、周辺ユニットａ１－ａＮとペアリングするメイン通信ユニット１１
を有する。一実施例において、メイン通信ユニット１１は、ブルートゥーススレーブａ１
－ａＮとペアリングするメインブルートゥースマスタである。メインブルートゥースマス
タ１１は、好ましくは、対応するブルートゥーススレーブａ１－ａＮとペアリングするた
めにＶ４．０までの全てのブルートゥースバージョンの既存のペアリングプロトコルを有
する。メインブルートゥースマスタ１１及び前記ブルートゥーススレーブは、ブルートゥ
ースピコネットを形成する。
【００２６】
　ドッキングステーション１０は、第２の通信タイプ、例えばＩＥＥＥ８０２．１１Ｗｉ
－Ｆｉ規格及び特にＷｉ－Ｆｉ　ＤＩＲＥＣＴとしても知られるＷｉ－Ｆｉピア・ツー・
ピア（Ｐ２Ｐ）通信規格の一方によって通信するドッキング通信モジュール１３をも有す
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る。ドッキングステーション１０は、メインブルートゥースマスタ１１及びドッキングＷ
ｉ－Ｆｉモジュール１３の動作を制御するドッキングコントローラモジュール１２をも有
することができる。メインブルートゥースマスタ１１は、必ずしもドッキングステーショ
ン１０の一部でなくてもよい。一例において、ブルートゥースマスタ１１を実装する前記
ペアリングシステムは、ドッキングステーション１０とは異なる別の装置（又は他の装置
において実施される別のアプリケーション若しくはソフトウェア）であることができる。
この場合、ドッキングステーション１０及びペアリングシステムの両方が、自らの通信タ
イプを可能にする追加の通信モジュールを有し、ドッキングステーション１０のドッキン
グコントローラモジュール１２は、前記ペアリングシステムと通信し、ブルートゥースペ
アリング情報を回復することができる。ドッキングステーション１０と前記ペアリングシ
ステムとの間の前記通信タイプは、当業者が設計することができるものである。
【００２７】
　ドッキングステーション１０及び周辺ユニットａ１－ａＮは、装置１００に対する無線
ドッキング環境の少なくとも一部を形成する。この場合、前記無線ドッキングステーショ
ンは、装置１００に対して無線ドッキングホストの役割を担う。
【００２８】
　装置１００は、携帯電話、タブレットコンピュータ、デジタルビデオ又はスチルカメラ
、携帯オーディオ装置等のような、携帯型又はそうではない装置の１つでありうる。これ
らの装置は、"ドッキー（dockee）"と称される種類の装置、すなわちドッキングステーシ
ョン１０とドッキングすることができる装置を形成する。このような装置は、ドッキング
ステーション１０の上述の"ドッキング要素"との通信を可能にする"ドッキー要素"を有す
る。本発明の一実施例によると、装置１００は、ブルートゥーススレーブａ１－ａＮと通
信する第２のブルートゥースマスタ１０１を有する。装置１００は、無線モジュール（図
示されない）、例えば単一の送信器／受信器セクションを持つソフトウェア無線ベースシ
ステムを有する。前記無線モジュールは、第２のブルートゥースマスタ１０１を有する。
【００２９】
　装置１００は、ドッキングステーション１０のドッキングＷｉ－Ｆｉモジュール１３と
通信する通信モジュール１０３、例えばドッキーＷｉ－Ｆｉモジュール１０３をも有する
。装置１００は、第２のブルートゥースマスタ１０１及びドッキーＷｉ－Ｆｉモジュール
１０３の動作を制御するドッキーコントローラモジュール１０２をも有することができる
。
【００３０】
　無線ドッキング環境１において、ドッキングステーション１０は、ブルートゥーススレ
ーブａ１－ａＮを、より便利な形で装置の他のブルートゥースマスタに接続することがで
きるようにする。これを行うために、本発明による方法の準備ステップにおいて、ブルー
トゥーススレーブａ１－ａＮは、例えばユーザインタラクションにより、各ブルートゥー
ススレーブａ１－ａＮがサポートするブルートゥースペアリングプロトコルを使用して、
ドッキングステーション１０のメインブルートゥースマスタ１１とペアリングされる。ド
ッキングステーション１０のメインブルートゥースマスタ１１は、これにより、各ブルー
トゥーススレーブのブルートゥースアドレス及びリンクキーのようなブルートゥーススレ
ーブペアリング情報を含む。
【００３１】
　装置１００が、無線ドッキング環境１に入り、範囲内であり、リッスンすることなる場
合、これは、一実施例においてＩＥＥＥ８０２．１１Ｗｉ－Ｆｉ規格及びより具体的には
Ｗｉ－Ｆｉ　ＤＩＲＥＣＴを有する前記第２の通信タイプを使用して、ドッキングステー
ション１０との通信を開始する。ドッキングステーション１０に対する無線装置１００の
ペアリングは、"成功したドッキング"事象を生じ、装置１００は、ドッキングされた装置
になる。
【００３２】
　一度Ｗｉ－Ｆｉ接続が確立されると、ドッキングステーション１０は、ドッキングされ
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た装置１００に前記ブルートゥースペアリング情報を送信することができる。前記ブルー
トゥースペアリング情報は、ブルートゥーススレーブａ１－ａＮと通信するのに適したデ
ータを含む。これらのデータは、ブルートゥースアドレス、現在のチャネル周波数及び周
波数ホッピングパターンのような、上述のブルートゥーススレーブペアリング情報、及び
メインブルートゥースマスタペアリング情報を有する。
【００３３】
　本発明による一実施例において、ドッキングステーション１０は、装置１００が信頼さ
れた装置と称されるものであるか否かを決定するために、装置１００を識別する。一例に
おいて、ドッキングステーション１０は、前記ブルートゥースペアリング情報を受信する
ことを可能にされる所定の装置のリストを有し、前記リスト上に登録すると前記ブルート
ゥースペアリング情報をドッキングされた装置１００に送信することができる。このリス
トは、ドッキングステーション１０のメモリモジュールに記録されることができる。他の
実施例において、ドッキングステーション１０に対する装置１００の接続は、Ｗｉ－Ｆｉ
ペアリングプロトコルによるＷｉ－Ｆｉ通信を利用可能にするためにユーザインタラクシ
ョンを必要とする。
【００３４】
　前記ブルートゥースペアリング情報は、安全な通信タイプによって送信される。本発明
の一実施例において、前記第２の通信タイプは、安全にセットアップされた暗号化された
Ｗｉ－Ｆｉ接続を実施する。ドッキングステーション１０のドッキングコントローラモジ
ュール１２は、メインブルートゥースマスタ１１に登録された前記ブルートゥースペアリ
ング情報を回復し、次いで、ドッキングされた装置１００あてにドッキングＷｉ－Ｆｉモ
ジュール１３に前記ブルートゥースペアリング情報を伝達する。
【００３５】
　図２を参照する本発明の他の実施例によると、前記安全な通信タイプは、第３の通信タ
イプを実施する。前記第３の通信タイプは、好ましくは、前記ブルートゥースペアリング
情報伝達の安全レベルを改善するために帯域外通信タイプを有する。一例において、前記
第３の通信タイプは、ドッキングステーション１０とドッキングされた装置１００との間
の近接場通信（ＮＦＣ）を使用する。したがって、ドッキングされた装置１００は、ドッ
キーＮＦＣモジュール１０４を有する。ドッキーコントローラモジュール１０２は、ドッ
キーＮＦＣモジュール１０４の動作を制御するようにも設計される。同様に、ドッキング
ステーション１０は、ドッキングＮＦＣモジュール１４を有する。ドッキングコントロー
ラモジュール１２は、ドッキングＮＦＣモジュール１４の動作を制御するようにも設計さ
れる。ドッキングコントローラモジュール１２は、メインブルートゥースマスタ１１に登
録された前記ブルートゥースペアリング情報を回復し、次いで、前記ブルートゥースペア
リング情報をドッキングされた装置１００あてにドッキングＮＦＣモジュール１４に伝達
し、前記ブルートゥースペアリング情報は、ドッキングＮＦＣモジュール１４に近接され
る場合にドッキーＮＦＣモジュール１０４により受信される。本発明は、近接場通信に限
定されず、他の帯域外通信タイプが使用されてもよい。
【００３６】
　前記ペアリング情報の送信は、ドッキングされた装置１００に対して説明されているが
、前記第２の通信タイプを確立し、前記ペアリング情報を同時に送信することも可能であ
りうる。例えば、ＮＦＣは、装置１００が前記第２の通信タイプによってドッキングステ
ーション１０に接続される場合に承認ステップの間に使用されることができ、前記ペアリ
ング情報の送信は、この承認ステップの間に生じることができる。
【００３７】
　ドッキングステーション１０により送信された前記ブルートゥースペアリング情報を受
信すると、ドッキングされた装置１００は、ブルートゥーススレーブａ１－ａＮと通信す
ることができるように第２のブルートゥースマスタ１０１を構成する。ドッキーコントロ
ーラモジュール１０２は、ドッキーＷｉ－Ｆｉモジュール１０３から（又はドッキーＮＦ
Ｃモジュール１０４から）前記ブルートゥースペアリング情報を受信し、次いで、ドッキ
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ングステーション１０のメインブルートゥースマスタ１１と同一であるように第２のブル
ートゥースマスタ１０１を構成する。したがって、ドッキングされた装置１００の第２の
ブルートゥースマスタ１０１は、ドッキングステーション１０のメインブルートゥースマ
スタ１１の代わりに、前記ブルートゥーススレーブと直接的に通信することができる（図
１及び２において点線により描かれる）。
【００３８】
　本発明の一実施例において、前記方法は、ドッキングされた装置１００が、前記ブルー
トゥースペアリング情報を受信するとドッキングステーション１０に承認メッセージを送
信することを有する。前記承認メッセージは、Ｗｉ－Ｆｉチャネル又はＮＦＣチャネルを
介して送信されることができる。ドッキングステーション１０により前記承認メッセージ
が受信されると、ドッキングコントローラモジュール１２は、一度に前記ブルートゥース
スレーブと通信する１つだけのブルートゥースマスタが存在するようにメインブルートゥ
ースマスタ１１に、ブルートゥーススレーブａ１－ａＮとの通信を停止させる。
【００３９】
　この場合、ドッキングされた装置１００の第２のブルートゥースマスタ１０１がブルー
トゥーススレーブａ１－ａＮとの通信を停止することを検出すると、ドッキングステーシ
ョン１０のメインブルートゥースマスタ１１は、ブルートゥーススレーブａ１－ａＮとの
ブルートゥース通信タイプを引き継ぐ。更に、ドッキングされた装置１００がドッキング
ステーション１０から切断する場合、切断事象（"切り離し"事象）は、ドッキングコント
ローラモジュール１２がメインブルートゥースマスタ１１にブルートゥーススレーブａ１
－ａＮとのブルートゥース通信タイプを引き継がせるようにトリガする。
【００４０】
　本発明は、１つだけのドッキングされた装置１００とブルートゥーススレーブａ１－ａ
Ｎとの間の接続を可能にすることに限定されない。他の装置も、無線ドッキング環境１に
入ることができる。ドッキングステーション１０は、一度に１つのドッキングされた装置
に前記ブルートゥースペアリング情報を送信し、これは、ドッキングステーション１０が
、例えばブルートゥーススレーブａ１－ａＮと通信しているドッキングされた装置の他の
ブルートゥースマスタが存在しない場合に前記ブルートゥースペアリング情報を送信する
ことを意味する。
【００４１】
　本発明の一実施例において、前記方法は、ドッキングステーション１０が、例えば切り
離し事象の後に、メインブルートゥースマスタ１１とブルートゥーススレーブａ１－ａＮ
との間の暗号化鍵を新しくすることを有する。このステップは、Ｗｉ－Ｆｉチャネルを介
したドッキングステーション１０との他の装置（図示されない）のペアリングの後に行わ
れることもできる。
【００４２】
　例えば、ブルートゥース規格は、ブルートゥース２．０仕様書パートＦセクション４．
３ＣＨＡＮＧＥ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ　ＬＩＮＫ　ＫＥＹ、及びパートＨセクション３
．２．７　ＭＯＤＩＦＹＩＮＧ　ＴＨＥ　ＬＩＮＫ　ＫＥＹＳに記載されるようなメカニ
ズムを使用することにより、ユーザインタラクションを必要とすることなしに前記暗号化
鍵を新しくする方法を提供する。ドッキングステーション１０との装置の他のドッキング
の前に前記暗号化鍵を新しくすることは、安全レベルを改善し、以前のドッキングされた
装置がブルートゥーススレーブａ１－ａＮと他のドッキングされた装置との間のブルート
ゥース通信タイプをリッスンすることができうることを避ける利点を持つ。
【００４３】
　更に、前記暗号化鍵を新しくするステップは、メインブルートゥースマスタ１１と各ブ
ルートゥーススレーブａ１－ａＮとの間のブルートゥース通信の最小通信信号強度値を決
定することを含みうる。この場合、前記暗号化鍵を新しくするステップは、メインブルー
トゥースマスタ１１及び／又は各ブルートゥーススレーブａ１－ａＮが、各ブルートゥー
ススレーブａ１－ａＮに対して適切な前記決定された信号強度値を使用することにより通
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、メインブルートゥースマスタ１１は、前記ブルートゥーススレーブと通信するのに低す
ぎる信号強度で前記手順を開始し、前記信号強度は、メインブルートゥースマスタ１１が
所定のブルートゥーススレーブから肯定的な応答（例えばＬＭＰ＿ｓｒｅｓ）を得るまで
次第に増加する。メインブルートゥースマスタ１１とブルートゥーススレーブａ１－ａＮ
との間の前記暗号化鍵を新しくすることを開始する前に、メインブルートゥースマスタ１
１は、前記鍵更新ステップを実行するのに十分な増加されたタイムアウト値で前記ブルー
トゥーススレーブにブルートゥースメッセージ（"ＬＭＰ＿ｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎ＿ｔ
ｉｍｅｏｕｔ"）を送信することができる。
【００４４】
　本発明の一実施例において、前記ペアリングシステムは、第１及び第２のメインブルー
トゥースマスタ（図示されない）を構成する。この実施例において、ブルートゥーススレ
ーブは、（例えばブルートゥースヘッドセットのような）複数のブルートゥースマスタと
ペアリングすることができるものである。ブルートゥーススレーブのペアリング手順は、
この場合、２回、すなわち上述のように各メインブルートゥースマスタに対して、実行さ
れる。したがって、前記ペアリングシステムは、２つの異なるペアリング情報クラスタを
含む。上述の装置１００の識別ステップの後に、ドッキングステーション１０は、装置１
００が信頼された装置である場合に一方のクラスタのペアリング情報を送信することがで
き、装置１００が信頼された装置ではない場合に他方のクラスタのペアリング情報を送信
することができる。この実施例は、信頼されない装置（ゲスト装置とも称される）が、少
なくとも異なるリンクキーを必要とする前記通信をリッスンすることができないので、前
記信頼された装置と前記ブルートゥーススレーブとの間のブルートゥース通信の安全性を
改善する利点を持つ。
【００４５】
　本発明は、図面及び先行する記載において詳細に図示及び説明されているが、このよう
な図示及び説明は、説明的又は典型的であり、限定的ではないとみなされるべきであり、
本発明は、開示された実施例に限定されない。例えば、前記第２の通信タイプは、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１Ｗｉ－Ｆｉ規格に限定されない。
【００４６】
　開示された実施例に対する他の変形例は、図面、開示及び添付の請求項の検討から、請
求された発明を実施する当業者により理解及び達成されることができる。請求項において
、単語"有する"は他の要素又はステップを除外せず、不定冠詞"１つの"は複数を除外しな
い。特定の方策が相互に異なる従属請求項に記載されているという単なる事実は、これら
の方策の組み合わせが有利に使用されることができないことを示さない。請求項内の参照
符号は、その範囲を限定するように解釈されるべきではない。
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